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○
総
務
省
令
第
七
十
三
号 

　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年

政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定

 

め
る
省
令
及
び
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日 

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
郎 

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
及
び
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

る
省
令

（
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
自
治
省
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と

し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

別紙３

天風 松下
長方形
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こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

第
二
条　

［
同
上
］ 

ろ
に
よ
る
。 

 

［
一
～
二　

略
］ 

［
一
～
二　

同
上
］ 

二
の
二　

カ
バ
ー
付
ヘ
ッ
ド　

ヘ
ッ
ド
に
カ
バ
ー
を
取
り
付
け
た
も
の
を
い
う
。 

［
新
設
］ 

［
三
・
四　

略
］

［
三
・
四　

同
上
］

五　

標
示
温
度　

ヘ
ッ
ド
が
作
動
す
る
温
度
又
は
カ
バ
ー
が
離
脱
す
る
温
度
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
該
ヘ
ッ

五　

標
示
温
度　

ヘ
ッ
ド
が
作
動
す
る
温
度
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
ヘ
ッ
ド
に
表
示
さ
れ
た
温
度
を
い
う
。 

ド
又
は
カ
バ
ー
に
表
示
さ
れ
た
温
度
を
い
う
。 

 

［
六
～
十　

略
］

［
六
～
十　

同
上
］

（
ヘ
ッ
ド
の
構
造
） 

（
構
造
） 

第
三
条　

［
略
］

第
三
条　

［
同
上
］

（
カ
バ
ー
の
構
造
） 

 

第
三
条
の
二　

カ
バ
ー
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に

［
新
設
］ 

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

ヘ
ッ
ド
が
作
動
す
る
前
に
確
実
に
離
脱
し
、
か
つ
、
離
脱
時
に
ヘ
ッ
ド
の
機
能
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
こ
と
。 

二　

ヘ
ッ
ド
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２　

作
動
状
態
を
報
知
す
る
機
能
を
有
す
る
カ
バ
ー
に
用
い
る
部
品
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

配
線
は
、
十
分
な
電
流
容
量
を
有
し
、
か
つ
、
接
続
が
的
確
で
あ
る
こ
と
。 

二　

カ
バ
ー
の
離
脱
を
報
知
す
る
信
号
の
た
め
の
接
点
（
以
下
「
接
点
」
と
い
う
。
）
は
、
腐
食
す
る
お
そ

れ
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の
容
量
は
、
最
大
使
用
電
流
に
耐
え
る
こ
と
。 

三　

接
点
の
動
作
を
容
易
に
確
認
で
き
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
材
質
） 

（
材
質
） 

第
四
条　

ヘ
ッ
ド
及
び
カ
バ
ー
の
材
質
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条　

ヘ
ッ
ド
の
材
質
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

（
強
度
試
験
） 
（
強
度
試
験
） 

第
五
条　

［
略
］ 

第
五
条　

［
同
上
］ 

［
２
・
３　

略
］ 

［
２
・
３　

同
上
］ 

４　

カ
バ
ー
は
、
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
の
区
分
に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
温
度
又

［
新
設
］ 

は
標
示
温
度
よ
り
十
五
度
低
い
温
度
の
い
ず
れ
か
低
い
温
度
に
三
十
日
間
放
置
し
た
後
、
機
能
に
異
常
を
生

 

じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ワ
ッ
ク
ス
ヘ
ッ
ド
の
強
度
試
験
） 

 

第
五
条
の
二　

ワ
ッ
ク
ス
に
よ
る
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
施
し
た
ヘ
ッ
ド
（
第
一
号
に
お
い
て
「
ワ
ッ
ク
ス
ヘ
ッ

［
新
設
］

ド
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一　

ワ
ッ
ク
ス
ヘ
ッ
ド
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
の
区
分
に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
温

度
に
九
十
日
間
放
置
し
た
後
、
ワ
ッ
ク
ス
に
割
れ
、
剥
が
れ
又
は
流
動
が
生
じ
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　

標　

示　

温　

度　

の　

区　

分　
　
　
　
　
　

　
　

試　

験　

温　

度　
　

　

五
十
七
度
以
上
七
十
八
度
以
下

　

三
十
八
度

　

七
十
九
度
以
上
百
二
十
度
以
下

　

六
十
六
度

　

百
二
十
一
度
以
上
百
六
十
二
度
以
下

　

百
七
度

　

百
六
十
三
度
以
上
二
百
三
度
以
下

　

百
四
十
九
度

　

二
百
四
度
以
上
二
百
五
十
九
度
以
下

　

百
九
十
一
度

　

二
百
六
十
度
以
上
三
百
二
度
以
下

　

二
百
四
十
六
度

二　

前
号
の
試
験
後
、
第
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。 

三　

金
属
又
は
ガ
ラ
ス
製
で
蓋
の
な
い
円
筒
容
器
に
、
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
ワ
ッ
ク
ス
試
験
片
を
置
き
、

第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
の
区
分
に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
温
度
で
加
熱
器
に
九

十
日
間
放
置
し
、
七
日
ご
と
に
二
時
間
か
ら
四
時
間
放
冷
し
た
場
合
、
ワ
ッ
ク
ス
に
割
れ
又
は
剥
が
れ
が

生
じ
な
い
こ
と
。 

四　

前
号
の
試
験
後
、
当
該
試
験
片
の
質
量
は
試
験
前
の
質
量
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
減
少
し
な
い
こ

と
。

（
振
動
試
験
） 

（
振
動
試
験
） 

第
九
条　

ヘ
ッ
ド
は
、
全
振
幅
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
毎
分
千
五
百
回
の
振
動
を
三
時
間
加
え
た
後
、
部
品
が
離

第
九
条　

ヘ
ッ
ド
は
、
全
振
幅
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
毎
分
千
五
百
回
の
振
動
を
三
時
間
加
え
た
後
、
二
・
五
メ

脱
す
る
こ
と
が
な
く
、
か
つ
、
二
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
五
分
間
加
え
て
も
漏
水
し
な
い
も
の
で
な

ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
五
分
間
加
え
て
も
漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
動
試
験
） 
（
作
動
試
験
） 

第
十
一
条　

ヘ
ッ
ド
を
液
槽
内
に
入
れ
、
当
該
ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度
よ
り
十
度
低
い
温
度
か
ら
温
度
一
度
毎
分

第
十
一
条　

ヘ
ッ
ド
を
液
槽
内
に
入
れ
、
当
該
ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度
よ
り
十
度
低
い
温
度
か
ら
温
度
一
度
毎
分

そ
う

以
内
の
割
合
で
温
度
上
昇
さ
せ
た
場
合
に
ヘ
ッ
ド
の
作
動
す
る
温
度
の
実
測
値
は
、
そ
の
標
示
温
度
の
九
十

以
内
の
割
合
で
温
度
上
昇
さ
せ
た
場
合
に
ヘ
ッ
ド
の
作
動
す
る
温
度
の
実
測
値
は
、
そ
の
標
示
温
度
の
九
十

七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
を
使
用
し
て
い
る
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、
九

七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
を
使
用
し
て
い
る
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、
九

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
）
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
）
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

カ
バ
ー
付
ヘ
ッ
ド
を
液
槽
内
に
入
れ
、
当
該
カ
バ
ー
付
ヘ
ッ
ド
の
カ
バ
ー
の
標
示
温
度
よ
り
十
度
低
い
温

［
新
設
］

度
か
ら
温
度
一
度
毎
分
以
内
の
割
合
で
温
度
上
昇
さ
せ
た
場
合
に
ヘ
ッ
ド
が
作
動
す
る
温
度
及
び
カ
バ
ー
の

離
脱
す
る
温
度
の
実
測
値
は
、
当
該
ヘ
ッ
ド
及
び
カ
バ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
の
標
示
温
度
の
九
十
七
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
百
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
を
使
用
し
て
い
る
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
か
ら
百
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
。
）
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
カ
バ
ー
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に
接
点
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
離
脱
時
に
信
号
を
発
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

［
略
］

２　

［
同
上
］

４　

［
略
］

３　

［
同
上
］

（
感
度
試
験
） 

（
感
度
試
験
） 

第
十
二
条　

ヘ
ッ
ド
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
区
分
及
び
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、

第
十
二
条　

［
同
上
］ 

同
表
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
条
件
で
水
平
気
流
に
投
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
時

 

間
以
内
で
作
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
表
略
］ 

［
同
上
］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ｔ　

作
動
時
間
（
秒
） 

ｔ　

作
動
時
間
（
秒
） 

τ　

時
定
数
（
秒
）　

一
種
の
も
の
に
あ
つ
て
は
五
十
（
有
効
散
水
半
径
（
以
下
「
ｒ
」
と
い
う
。
）

τ　

時
定
数
（
秒
）　

一
種
に
あ
つ
て
は
五
十
、
二
種
に
あ
つ
て
は
二
百
五
十 

二
・
八
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
）
、
二
種
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
百
五
十

θ　

ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度
（
度
） 

θ　

ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度
（
度
） 

ｒ 

ｒ 

θ　

投
入
前
の
ヘ
ッ
ド
の
温
度
（
度
） 

θ　

投
入
前
の
ヘ
ッ
ド
の
温
度
（
度
） 

δ　

気
流
温
度
と
標
示
温
度
と
の
差
（
度
）

δ　

気
流
温
度
と
標
示
温
度
と
の
差
（
度
）

２　

カ
バ
ー
付
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
カ
バ
ー
は
ヘ
ッ
ド
の
作
動
よ
り
早
く
離

［
新
設
］ 

脱
し
、
カ
バ
ー
に
接
点
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
離
脱
し
た
旨
の
信
号
を
発
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
散
水
分
布
試
験
） 

（
散
水
分
布
試
験
） 

第
十
四
条　

ヘ
ッ
ド
の
散
水
分
布
は
、
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
か
ら
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
の
範
囲
の
放
水
圧

第
十
四
条　

［
同
上
］ 

力
で
放
水
し
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一　

標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
は
、
別
図
二
に
示
す
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し

一　

標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
は
、
別
図
二
に
示
す
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し

て
各
採
水
ま
す
へ
の
散
水
量
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

て
各
採
水
ま
す
へ
の
散
水
量
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
す
る
同
心
円
上
の

と
。 

各
採
水
ま
す
の
採
水
量
の
平
均
値
の
分
布
曲
線
が
別
図
三
（
有
効
散
水
半
径
（
以
下
「
ｒ
」
と
い
う
。
）

 

二
・
三
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
別
図
四
（
ｒ
二
・
六
の
も
の
に
限
る
。
）
に
示
す
散
水
分
布
曲
線
よ
り

 
上
に
あ
り
、
全
放
水
量
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
す
る
半
径
三
百
セ
ン
チ

 

メ
ー
ト
ル
（
ｒ
二
・
三
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
半
径
三
百
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
ｒ
二
・
六
の
も
の

 

に
限
る
。
）
の
範
囲
内
に
散
水
し
、
か
つ
、
同
心
円
上
の
各
採
水
ま
す
の
採
水
量
の
差
が
少
な
い
も
の
で

 

あ
る
こ
と
。 

イ　

ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
す
る
同
心
円
上
の
各
採
水
ま
す
の
採
水
量
の
平
均
値
の
分
布
曲
線
が
、
ｒ

［
新
設
］ 

二
・
三
の
も
の
に
あ
つ
て
は
別
図
三
に
、
ｒ
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
別
図
四
に
、
ｒ
二
・
八
の
も

 

の
に
あ
つ
て
は
別
図
四
の
二
に
示
す
散
水
分
布
曲
線
よ
り
上
に
あ
る
こ
と
。 

 

ロ　

全
放
水
量
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、
ｒ
二
・
三
の
も
の
に
あ
つ
て
は
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と

［
新
設
］ 
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す
る
半
径
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
半
径
」
と
い
う
。
）
三
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ｒ
二
・
六
の
も

 

の
に
あ
つ
て
は
半
径
三
百
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ｒ
二
・
八
の
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
三
百
六
十
セ

 

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
散
水
し
、
か
つ
、
同
心
円
上
の
各
採
水
ま
す
の
採
水
量
の
差
が
少
な
い
も

 

の
で
あ
る
こ
と
。 

 
［
二
・
三　

略
］ 

［
二
・
三　

同
上
］ 

［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

（
表
示
） 

（
表
示
） 

第
十
五
条　

ヘ
ッ
ド
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に

第
十
五
条　

［
同
上
］ 

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
・
二　

略
］ 

［
一
・
二　

同
上
］ 

三　

標
示
温
度

三　

標
示
温
度
及
び
次
の
表
の
標
示
温
度
の
区
分
に
よ
る
色
別

　
　
　
　
　
　

標　

示　

温　

度　

の　

区　

分　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

色　
　

別　
　
　
　

　

六
十
度
未
満

　

黒

　

六
十
度
以
上
七
十
五
度
未
満

　

無

　

七
十
五
度
以
上
百
二
十
一
度
未
満

　

白

　

百
二
十
一
度
以
上
百
六
十
二
度
未
満

　

青

　

百
六
十
二
度
以
上
二
百
度
未
満

　

赤

　

二
百
度
以
上
二
百
六
十
度
未
満

　

緑

　

二
百
六
十
度
以
上

　

黄

［
四
・
五　

略
］ 

［
四
・
五　

同
上
］ 

六　

ｒ
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
「
二
・
六
」
、
ｒ
二
・
八
の
も
の
に
あ
つ
て
は
「
二
・
八
」 
六　

ｒ
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
二
・
六
」 

七　

小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
（
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
「
小
」
又
は
「
Ｓ
」
及
び
流
量

七　

小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
（
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
小
」
又
は
「
Ｓ
」

定
数
Ｋ 

及
び
流
量
定
数
Ｋ 

八　

水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、
「
Ｗ
」
、
流
量
定
数
Ｋ
及
び
〇
・
〇
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
又
は
放
水

八　

水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
Ｗ
」
、
流
量
定
数
Ｋ
及
び
〇
・
〇
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

量
が
毎
分
三
十
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
放
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

又
は
放
水
量
が
毎
分
三
十
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
放
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

２　

ヘ
ッ
ド
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
の
区
分
に
応
じ
同
表
下

［
新
設
］

欄
に
掲
げ
る
色
別
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
及
び
作
動
後
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
動
後
に
お
い
て
も
識
別
で
き
る
方
法
で
標
示
温
度
が
表

示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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標　

示　

温　

度　

の　

区　

分　

　
　
　
　

色　
　

別　
　
　
　

　

六
十
度
未
満

　

黒

　

六
十
度
以
上
七
十
五
度
未
満

　

無

　

七
十
五
度
以
上
百
二
十
一
度
未
満

　

白

　

百
二
十
一
度
以
上
百
六
十
二
度
未
満

　

青

　

百
六
十
二
度
以
上
二
百
度
未
満

　

赤

　

二
百
度
以
上
二
百
六
十
度
未
満

　

緑

　

二
百
六
十
度
以
上

　

黄

３　

カ
バ
ー
に
は
、
標
示
温
度
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

［
新
設
］ 

い
。 

  
 別
図
２
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
及
び
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
散
水
分
布
試
験
装
置

（第
14
条
関
係

） 
別
図
２
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
及
び
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
散
水
分
布
試
験
装
置

（第
14
条
関
係

）
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［
新
設
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
）
は
注
記
で
あ
る
。
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（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
標
準
型
ヘ
ッ
ド
等
） 

（
標
準
型
ヘ
ッ
ド
等
） 

第
十
三
条
の
二　

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な

第
十
三
条
の
二　

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な

る
よ
う
に
設
け
る
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

る
よ
う
に
設
け
る
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令
別
表
第
一

項
に

四
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令
別
表
第
一

項
に

(一)

(一)

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
に
限
る
。
）
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
に
限
る
。
）
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

と
し
、
同
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二

と
し
、
同
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二

号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
（
令
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部

号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
（
令
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部

(一)

(一)

を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
閉
鎖

を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
閉
鎖

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
二
条

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
同
条
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
の
う

第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
同
条
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
同
令
第
十
二
条
の
感
度
の
種
別
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
感
度

ち
、
同
令
第
十
二
条
の
感
度
の
種
別
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
感
度

種
別
」
と
い
う
。
）
が
一
種
で
あ
る
も
の
又
は
同
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
有
効
散
水
半
径
（
以
下

種
別
」
と
い
う
。
）
が
一
種
で
あ
る
も
の
又
は
同
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
有
効
散
水
半
径
（
次
項
、

「
有
効
散
水
半
径
」
と
い
う
。
）
が
二
・
三
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
三
条
の
五
、
第
十

第
三
項
及
び
第
十
三
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
「
有
効
散
水
半
径
」
と
い
う
。
）
が
二
・
三
で
あ
る
も
の
に

三
条
の
六
及
び
第
三
十
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
三
条
の
五
、
第
十
三
条
の
六
及
び
第
三
十
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す

る
。

２　

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
表
の
火
災
を
早
期
に
感
知
し
、
か
つ
、
広
範
囲
に
散
水
す
る
こ
と
が
で

２　

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
表
の
火
災
を
早
期
に
感
知
し
、
か
つ
、
広
範
囲
に
散
水
す
る
こ
と
が
で

き
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の

き
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の

う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
で
感
度
種
別
が
一
種
で
あ
り
、
か
つ
、
有
効
散
水
半
径
が
二
・
六
以
上
で
あ
る
も
の

う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
で
感
度
種
別
が
一
種
で
あ
り
、
か
つ
、
有
効
散
水
半
径
が
二
・
六
以
上
で
あ
る
も
の

（
以
下
「
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
第
十
三
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
「
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

［
３
・
４　

略
］

［
３
・
４　

同
上
］

（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
等
に
設
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
等
） 

（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
等
に
設
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
等
） 

第
十
三
条
の
五　

［
略
］ 

第
十
三
条
の
五　

［
同
上
］ 

［
２
～
６　

略
］ 

［
２
～
６　

同
上
］ 

７　

令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
防
火
対
象
物
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う

７　

［
同
上
］

ち
、
標
準
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
に
あ
つ
て
は
前
条
第
三

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

［
略
］ 
一　

［
同
上
］ 

二　

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
天
井
又
は
天
井
裏
の
各
部
分
か
ら
一
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
ま
で

二　

［
同
上
］

の
水
平
距
離
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な
る
よ
う
に

設
け
る
こ
と
。

防　

火　

対　

象　

物　

の　

部　

分

水　
　

平　
　

距　
　

離

防　

火　

対　

象　

物　

の　

部　

分

水　
　

平　
　

距　
　

離

厨

房
そ
の
他
火
気
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
を
設

一
・
七
メ
ー
ト
ル
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て

［
同
上
］

一
・
七
メ
ー
ト
ル
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
（
令
第
十
二

ち
ゆ
う

置
す
る
部
分

は
、
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算

条
第
二
項
第
二
号
イ
の
表
に
規
定
す
る
高
感
度
型
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出
し
た
距
離
（
同
項
中

の
値
は
、
〇
・
七
五
と
す

ヘ
ッ
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
の
六

X

る
。
）
）
以
下

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
二

第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
距
離
（
同
項

中

の
値
は
、
〇
・
七
五
と
す
る
。
）
）
以
下

X

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
８
・
９　

略
］

［
８
・
９　

同
上
］

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
水
源
の
水
量
等
） 

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
水
源
の
水
量
等
） 

第
十
三
条
の
六　

令
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
水
量
は
、
防
火
対
象
物
の
用
途
、
構
造
若
し
く
は
規
模
又
は

第
十
三
条
の
六　

［
同
上
］

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

一　

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数

る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数

（
乾
式
又
は
予
作
動
式
の
流
水
検
知
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当

（
乾
式
又
は
予
作
動
式
の
流
水
検
知
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当

該
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
個
数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る

該
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
個
数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る

と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の

と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
個
数
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
設
置
個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立
方
メ
ー
ト

下
欄
に
定
め
る
個
数
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
設
置
個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立
方
メ
ー
ト

ル
（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
の
う
ち
、
等
級
が
Ⅲ
又
は
Ⅳ
の
も
の
で
あ
つ
て
第
十
三
条
の
五
第
五
項
第
四
号
の
規

ル
（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
の
う
ち
、
等
級
が
Ⅲ
又
は
Ⅳ
の
も
の
で
あ
つ
て
第
十
三
条
の
五
第
五
項
第
四
号
の
規

定
に
よ
り
水
平
遮
蔽
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
・
二
八
立
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
も

定
に
よ
り
水
平
遮
へ
い
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
・
二
八
立
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の

の
に
あ
つ
て
は
三
・
四
二
立
方
メ
ー
ト
ル
）
を
乗
じ
て
得
た
量
と
す
る
こ
と
。

も
の
に
あ
つ
て
は
三
・
四
二
立
方
メ
ー
ト
ル
）
を
乗
じ
て
得
た
量
と
す
る
こ
と
。

防　

火　

対　

象　

物　

の　

区　

分

個　
　
　

数

防　

火　

対　

象　

物　

の　

区　

分

個　
　
　

数

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一 

令
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対 

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
有
効 

［
同
上
］

［
同
上
］

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、

(四)

 
 

 

十
二
）

)

号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び 

象
物
及
び
同
表
十
六
項
イ
に
掲
げ
る 

散
水
半
径
が
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は 

 
 

 

(

第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま

防
火
対
象
物
の
う
ち
同
表

項
の
用

十
二
、
有
効
散
水
半
径
が
二
・
八
の
も
の

(四)

で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
十
一
）

（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
百

貨
店
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十

十
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
有
効
散

［
同
上
］

［
同
上
］

十
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、

も
の

以
下
の
防
火
対
象
物

水
半
径
が
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は

八
）

八
、
有
効
散
水
半
径
が
二
・
八
の
も
の
に

あ
つ
て
は
七
）

地
階
を
除
く
階
数
が
十

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
有
効

［
同
上
］

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、

一
以
上
の
防
火
対
象
物

散
水
半
径
が
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は

十
二
）
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十
二
、
有
効
散
水
半
径
が
二
・
八
の
も
の

に
あ
つ
て
は
十
一
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
防
火
対
象
物

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
有
効

［
同
上
］ 

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、

散
水
半
径
が
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は

十
二
）

十
二
、
有
効
散
水
半
径
が
二
・
八
の
も
の

に
あ
つ
て
は
十
一
）

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
二
～
五　

略
］

［
二
～
五　

同
上
］

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 
１　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
型
式
承
認

は
、
改
正
後
の
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み

な
す
。 


